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け
消
防
庁
次
長
通
知
を
発
出
し
、
大
船
渡
市
林
野
火

災
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
今
後
の
消
防
防
災
対
策
の
推

進
に
つ
い
て
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い

て
は
そ
の
概
要
を
御
紹
介
す
る
。

２　

通
知
の
概
要

（
１
）
林
野
火
災
に
お
け
る
予
防
・
警
報
の
在
り
方

ア　

林
野
火
災
注
意
報
・
林
野
火
災
警
報
の
創
設
・

的
確
な
発
令

火
災
の
予
防
上
危
険
な
気
象
状
況
に
な
っ
た
際

に
、
林
野
火
災
予
防
に
係
る
注
意
喚
起
等
を
行
い
、

林
野
周
辺
に
お
い
て
住
民
等
に
火
の
使
用
制
限
の
努

力
義
務
を
課
す
仕
組
み
で
あ
る
林
野
火
災
注
意
報
を

創
設
し
、
火
災
予
防
条
例
（
例
）
上
に
位
置
付
け
る

こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
消
防
法
に
基
づ
く
火
災
警
報
の
う
ち
、
林

野
火
災
予
防
を
目
的
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
林
野

火
災
警
報
と
の
通
称
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
火
災
予

防
条
例
（
例
）
に
お
い
て
、
林
野
火
災
警
報
発
令
時

１　

は
じ
め
に

令
和
７
年
２
月
26
日
に
大
船
渡
市
赤
崎
町
字
合
足

地
内
で
発
生
し
た
林
野
火
災
は
、
そ
れ
ま
で
の
記
録

的
な
降
水
量
の
少
な
さ
、
発
生
日
前
後
の
乾
燥
、
強

風
、
地
形
等
の
影
響
に
よ
り
急
激
に
拡
大
し
、
最
終

的
に
は
延
焼
範
囲
約
３
３
７
０
㏊
と
な
る
昭
和
39
年

以
降
で
は
最
大
の
林
野
火
災
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、
林
野
火
災
と
し
て
は
最
大
規
模
の
15

都
道
県
か
ら
の
緊
急
消
防
援
助
隊
、
岩
手
県
内
応
援

部
隊
並
び
に
地
元
の
消
防
本
部
及
び
消
防
団
が
一
日

当
た
り
最
大
約
２
１
０
０
名
体
制
で
、
昼
夜
を
分
か

た
ず
消
防
活
動
等
に
従
事
し
た
。

消
防
庁
で
は
、
大
船
渡
市
林
野
火
災
を
踏
ま
え
、

令
和
７
年
４
月
か
ら
林
野
庁
と
共
同
で
「
大
船
渡
市

林
野
火
災
を
踏
ま
え
た
消
防
防
災
対
策
の
あ
り
方
に

関
す
る
検
討
会
」（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。）
を

開
催
し
た
。
８
月
22
日
に
開
催
さ
れ
た
最
終
回
の
第

６
回
会
合
ま
で
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
、
同
26
日
に

報
告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
７
月
１
日
に
実
施
さ
れ
た
中
央
防
災
会
議

に
お
い
て
防
災
基
本
計
画
の
修
正
が
決
定
さ
れ
、
本

林
野
火
災
を
踏
ま
え
同
計
画
の
林
野
火
災
編
が
見
直

さ
れ
た
。
消
防
庁
に
お
い
て
は
消
防
庁
防
災
業
務
計

画
の
見
直
し
を
行
い
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

も
、
地
域
防
災
計
画
の
修
正
の
参
考
と
し
て
い
た
だ

き
た
い
旨
通
知
し
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
消
防
庁
で
は
、
８
月
29
日
付

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
42
回
連
載

第
42
回

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

大
船
渡
市
林
野
火
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
今
後
の
消
防
防
災
対
策

の
推
進
に
つ
い
て

解
説
・
消
防
庁
総
務
課 ）

令
和
７
年
８
月
29
日
消
防
総
第
７
７
０
号
・
消
防
技
第 

84
号
・
消
防
消
第
３
８
１
号
・
消
防
予

第
３
８
２
号
・
消
防
特
第
１
５
８
号
・
消
防
災
第
１
３
１
号
・
消
防
地
第
６
４
４
号
・
消
防
広

第
３
０
３
号
・
消
防
研
第
２
０
５
号
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
、
消
防
庁
次
長
通
知

（
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図表　大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書　概要



行政通知の読み方・使い方
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の
火
の
使
用
制
限
の
対
象
区
域
を
林
野
火
災
の
発
生

の
危
険
性
に
応
じ
て
指
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。

各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
火
災
予
防
条
例
に
基
づ

き
林
野
火
災
注
意
報
及
び
林
野
火
災
警
報
の
的
確
な

発
令
に
努
め
る
こ
と
。

イ　

た
き
火
の
届
出
制
度
及
び
火
入
れ
の
許
可
制
度

火
災
予
防
条
例
（
例
）
に
お
い
て
、
火
災
と
ま
ぎ

ら
わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
に
、
た
き
火
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ

と
と
し
た
。
各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
火
災
予
防
条

例
に
基
づ
き
た
き
火
の
届
出
の
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
各
市
町
村
に
お
い
て
森
林
法
第
21
条
に
基

づ
く
許
可
制
度
の
周
知
を
行
う
と
と
も
に
、
火
入
れ

の
許
可
情
報
に
つ
い
て
、
許
可
す
る
部
局
と
消
防
本

部
に
お
い
て
共
有
す
る
な
ど
情
報
連
携
の
強
化
を
促

進
す
る
こ
と
。
各
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、
た
き
火

や
火
入
れ
等
を
行
う
者
に
対
し
て
、
必
要
に
応
じ
て

消
防
法
第
３
条
の
措
置
命
令
も
活
用
し
な
が
ら
、
消

火
準
備
等
の
必
要
な
防
火
指
導
を
行
う
こ
と
。

ウ　

顕
著
な
少
雨
が
確
認
さ
れ
た
際
の
注
意
喚
起

広
範
囲
に
わ
た
る
顕
著
な
少
雨
が
確
認
さ
れ
た
場

合
に
は
、
気
象
庁
及
び
消
防
庁
が
臨
時
の
記
者
会
見

等
を
通
じ
て
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
お

り
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
各
消
防
機
関
に
お
い

て
も
周
知
や
注
意
喚
起
に
努
め
る
こ
と
。

エ　

林
野
火
災
に
係
る
広
報
・
啓
発
の
強
化

全
国
山
火
事
予
防
運
動
の
機
会
等
を
通
じ
て
、
林

野
火
災
の
特
徴
に
留
意
し
た
戦
略
的
か
つ
幅
広
い
広

報
・
啓
発
活
動
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
消

防
機
関
だ
け
で
な
く
、
幅
広
い
部
局
が
参
画
し
た
広

報
・
啓
発
を
実
施
す
る
こ
と
。

オ　

林
野
火
災
に
強
い
地
域
づ
く
り

林
野
火
災
特
別
地
域
対
策
事
業
の
活
用
な
ど
、
林

野
火
災
の
発
生
又
は
拡
大
の
危
険
性
の
高
い
地
域
に

お
い
て
、
関
係
市
町
村
に
よ
る
林
野
火
災
対
策
に
係

る
総
合
的
な
事
業
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
推
進
を
図

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
２
）
大
規
模
林
野
火
災
に
対
応
で
き
る
消
防
防
災

体
制
の
在
り
方

ア　

緊
急
消
防
援
助
隊
を
含
め
た
常
備
消
防
の
体
制

強
化

①
　
的
確
な
情
報
把
握

ヘ
リ
や
ド
ロ
ー
ン
な
ど
の
情
報
把
握
に
資
す
る
資

機
材
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
消
防
援
助
隊
に

新
設
さ
れ
た
情
報
統
括
支
援
隊
の
活
用
等
に
よ
り
迅

速
で
継
続
的
な
情
報
把
握
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

②
　
早
期
の
応
援
要
請

林
野
火
災
で
は
散
水
量
の
大
き
い
自
衛
隊
の
大
型

ヘ
リ
に
よ
る
空
中
消
火
が
有
効
で
あ
り
、
平
時
か
ら

消
防
機
関
、都
道
府
県
及
び
自
衛
隊
と
の
間
で
連
絡
・

情
報
共
有
体
制
を
構
築
し
、
関
係
強
化
に
努
め
る
こ

と
。
地
方
公
共
団
体
は
、
自
衛
隊
へ
の
災
害
派
遣
要

請
に
先
立
ち
、
当
該
ヘ
リ
の
活
動
基
盤
を
選
定
し
て

お
く
こ
と
。

ま
た
、
各
消
防
本
部
は
、
時
機
を
逸
す
る
こ
と
な

く
応
援
要
請
を
行
え
る
よ
う
、
林
野
火
災
に
係
る
応

援
要
請
基
準
を
受
援
計
画
で
明
確
化
し
、
受
援
計
画

に
基
づ
い
た
訓
練
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

③
　
陸
上
部
隊
の
消
防
活
動

水
利
確
保
の
た
め
、
自
然
水
利
を
利
用
で
き
る
海

水
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム
や
、
大
型
水
槽
付
き

放
水
車
等
の
水
利
確
保
に
有
効
な
車
両
の
整
備
を
進

め
る
こ
と
。

ま
た
、
山
林
内
で
も
走
破
性
が
高
く
、
背
負
い
式

消
火
水
の
う
な
ど
の
資
機
材
を
搭
載
し
た
林
野
火
災

対
応
ユ
ニ
ッ
ト
車
を
整
備
す
る
こ
と
。

加
え
て
、
延
焼
危
険
の
高
い
建
物
等
及
び
そ
の
付

近
へ
の
予
防
散
水
等
の
事
項
を
勘
案
し
、
飛
び
火
警

戒
要
領
を
見
直
す
こ
と
。

④
　
航
空
部
隊
に
よ
る
消
火
活
動

安
全
に
十
分
留
意
し
た
上
で
活
動
空
域
に
見
合
う

十
分
な
数
の
航
空
機
を
確
保
し
、
消
火
効
率
を
高
め

る
こ
と
。
ま
た
、
大
型
で
散
水
量
の
大
き
い
自
衛
隊

ヘ
リ
と
消
防
防
災
ヘ
リ
と
の
間
で
活
動
区
域
と
役
割

分
担
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

衛
星
通
信
機
器
も
活
用
し
て
、
全
て
の
場
所
で
情

報
伝
達
が
可
能
な
体
制
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
陸

上
・
航
空
部
隊
間
で
活
動
場
所
等
を
効
果
的
に
共
有

す
る
た
め
、
グ
リ
ッ
ド
図
を
活
用
す
る
こ
と
。
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イ　

消
防
団
の
体
制
強
化

①
　
消
防
隊
等
と
連
携
で
き
る
情
報
伝
達
体
制
の
構

築電
波
が
届
か
な
い
不
感
地
帯
を
あ
ら
か
じ
め
把
握

す
る
と
と
も
に
、
衛
星
通
信
機
器
も
活
用
し
た
情
報

伝
達
手
段
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

②
　
大
規
模
火
災
に
的
確
に
対
処
で
き
る
体
制
の
強

化
と
資
機
材
の
整
備

背
負
い
式
消
火
水
の
う
、
消
火
水
の
う
用
給
水
器

な
ど
の
林
野
火
災
に
有
効
な
資
機
材
の
整
備
な
ど
、

消
防
団
の
装
備
の
充
実
を
図
っ
た
上
で
、
地
元
消
防

本
部
等
と
連
携
し
、
必
要
な
車
両
・
資
機
材
を
活
用

し
た
実
践
的
な
火
災
想
定
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

ま
た
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
延
焼
状
況
等
を
確
認

で
き
る
ド
ロ
ー
ン
の
活
用
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も

に
、
消
防
団
員
の
ド
ロ
ー
ン
の
操
縦
技
能
の
向
上
を

図
る
こ
と
。

③
　
自
主
防
災
組
織
等
と
連
携
し
た
取
組

自
主
防
災
組
織
等
と
連
携
し
、
地
域
住
民
と
顔
の

見
え
る
関
係
の
構
築
や
防
火
・
防
災
に
関
す
る
知
識

等
を
共
有
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
会
の
創

出
、
実
践
的
な
避
難
訓
練
を
推
進
し
、
地
域
全
体
で

消
防
・
防
災
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

ウ　

林
野
火
災
に
お
け
る
住
民
避
難

避
難
情
報
の
発
表
に
関
す
る
基
準
や
考
え
方
を
事

前
に
整
理
・
検
討
し
、
林
野
火
災
に
適
し
た
避
難
先

を
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
上
、
具
体
の
避
難
先
を
検
討

す
る
こ
と
。
ま
た
、
高
齢
者
等
避
難
・
避
難
指
示
等

の
情
報
発
表
に
関
す
る
基
準
や
考
え
方
を
事
前
に
整

理
・
検
討
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

市
町
村
は
避
難
情
報
等
の
周
知
に
当
た
り
、
防
災

行
政
無
線
、
防
災
ア
プ
リ
等
を
用
い
た
災
害
情
報
伝

達
手
段
の
多
重
化
・
多
様
化
を
推
進
す
る
こ
と
。
な

お
、
強
風
下
に
お
い
て
は
、
防
災
行
政
無
線
の
屋
外

ス
ピ
ー
カ
ー
が
聞
き
取
り
に
く
い
場
合
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
戸
別
受
信
機
も
活
用
す
る
こ
と
。

自
主
防
災
組
織
等
、
住
民
参
加
に
よ
る
大
規
模
林

野
火
災
に
対
応
し
た
避
難
訓
練
を
始
め
と
し
た
各
種

の
避
難
訓
練
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
３
）
大
規
模
林
野
火
災
に
備
え
た
多
様
な
技
術
の

活
用
・
開
発

ア　

新
技
術
・
新
装
備
の
研
究
開
発
の
推
進

消
防
庁
に
お
い
て
は
、
消
防
防
災
科
学
技
術
研
究

推
進
制
度
（
競
争
的
研
究
費
）
等
を
活
用
し
、
消
防

以
外
の
分
野
で
使
用
さ
れ
て
い
る
重
機
等
の
技
術
の

活
用
事
例
な
ど
を
踏
ま
え
た
林
野
火
災
対
応
の
技

術
・
装
備
の
研
究
な
ど
を
推
進
し
て
い
く
。

各
都
道
府
県
、
市
町
村
、
消
防
本
部
に
お
い
て
は
、

本
制
度
に
積
極
的
に
協
力
さ
れ
る
と
と
も
に
、
災
害

対
応
上
有
効
と
認
め
ら
れ
る
新
技
術
に
つ
い
て
、
積

極
的
に
導
入
さ
れ
た
い
こ
と
。

イ　

市
街
地
火
災
延
焼
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
林
野

火
災
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
統
合
し
た
消
防
活
動

支
援
シ
ス
テ
ム
の
開
発

消
防
庁
で
は
、
林
野
火
災
発
生
危
険
度
予
測
シ
ス

テ
ム
を
活
用
し
、
そ
の
予
測
結
果
を
市
街
地
火
災
延

焼
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
林
野
火
災
延
焼
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
連
携
さ
せ
、
消
防
活
動
を
支
援
す
る

シ
ス
テ
ム
を
、
令
和
８
年
度
中
を
め
ど
に
開
発
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
当
該
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
た
際

に
は
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
い
こ
と
。

ウ　

消
火
薬
剤
の
効
果
的
な
活
用
の
検
討

令
和
８
年
の
林
野
火
災
に
向
け
て
、
残
火
処
理
な

ど
散
水
場
所
が
限
定
さ
れ
、
少
な
い
散
水
量
で
の
消

火
効
果
が
期
待
で
き
る
場
合
に
お
け
る
消
火
薬
剤
の

活
用
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
。

ま
た
、上
記
以
外
の
一
般
的
な
活
用
に
つ
い
て
は
、

令
和
９
年
の
林
野
火
災
に
向
け
て
、
消
防
庁
に
お
い

て
、
令
和
８
年
夏
頃
を
め
ど
に
、
個
別
の
消
火
薬
剤

の
火
災
に
対
す
る
有
効
性
や
健
康
・
環
境
へ
の
影
響

に
関
す
る
評
価
方
法
等
と
と
も
に
、
具
体
的
な
活
用

方
法
を
示
す
予
定
で
あ
る
。

３　

お
わ
り
に

消
防
庁
で
は
、
本
稿
で
御
紹
介
し
た
「
大
船
渡
市

林
野
火
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
今
後
の
消
防
防
災
対

策
の
推
進
に
つ
い
て
」（
令
和
７
年
８
月
29
日
付
消
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防
庁
次
長
通
知
）
と
と
も
に
、「
火
災
予
防
条
例
（
例
）

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
令
和
７
年
８
月

29
日
付
消
防
庁
次
長
通
知
）
等
の
関
連
通
知
を
発
出

し
た
。

特
に
、
火
災
予
防
条
例
（
例
）
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
は
、
林
野
火
災
注
意
報
や
林
野
火
災
警
報
の
仕

組
み
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、

各
市
町
村
に
お
い
て
は
、
火
災
予
防
条
例
が
改
正
さ

れ
、
令
和
８
年
１
月
か
ら
順
次
運
用
が
開
始
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
令
和
７
年
12
月
16
日
に
成
立
し
た
令
和
７

年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
、
報
告
書
に
お
い
て
整
備

す
べ
き
と
さ
れ
た
林
野
火
災
に
対
応
す
る
た
め
の
車

両
、
資
機
材
等
に
関
す
る
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
、
今

後
、
全
国
の
消
防
機
関
に
お
け
る
配
備
を
順
次
進
め

て
い
く
予
定
で
あ
る
。

最
後
に
、
大
船
渡
市
林
野
火
災
の
教
訓
を
踏
ま
え

た
今
後
の
消
防
防
災
対
策
の
導
入
・
実
践
に
当
た
っ

て
は
、
報
告
書
に
お
け
る
提
言
内
容
を
実
効
性
の
あ

る
形
で
現
場
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
継
続

的
に
検
証
を
行
い
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て
改
善
を

図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
消

防
防
災
力
の
更
な
る
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
各
団

体
に
お
い
て
も
一
層
の
取
組
を
お
願
い
し
た
い
。

︿
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